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去
る
四
月
十
七
日
、
国
会
内
で
開
か
れ
た
「
宗
教
者
九
条
の
和
」

に
反
対
す
る
祈
念
集
会
に
寄
せ
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

戦
争
法
制
反
対
！

九
条
を
守
ろ
う
！

加
出
来
な
い
の
が
口
惜
し
い
で
す
。

ぬ
き
、
戦
争
法
制
絶
対
反
対
の
祈
念
と
行
動
を
つ
づ
け
ま
し
ょ
う
。

も
、
私
た
ち
は
後
へ
引
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
「
殺
す
な
か
れ
、
殺
さ

止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
宗
教
者
の
立
ち
上
が
り
が
遅
か
っ
た
と
思

せ
る
な
か
れ
！
」
私
た
ち
は
団
結
し
て
力
を
合
わ
せ
、
憲
法
九
条
を
守
り
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ま
す
。

「
宗
教
者
九
条
の
和
」
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

戦
争
へ
の
道
を
暴
走
し
て
い
く
現
政
府
の
狂
態
を
何
が
何
で
も
食
い

皆
様
の
御
健
康
と
集
会
の
成
功
を
必
死
で
祈
り
つ
づ
け
て
い
ま
す
。

長
い
病
床
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
乗
物
に
乗
れ
ず
、
参

今
こ
そ
、
こ
こ
に
集
ま
っ
た
す
べ
て
の
宗
教
者
が
牢
に
つ
な
が
れ
て
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瀬
戸
内

の
戦
争
法
制

寂
聴

■■■

◆

5月21日（木）・6月16日（火）・7月2日（木）

各日共、午後2時～午後3時20分於：参議院議員会館

※集会後、国会前路上にて祈念集会を行います。
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:●「集団的自衛権の行使に反対し、いのちと憲法9条を守ろう」宗教者共同ア 時一ル；
■ 麟
■■

賛同署名数8，605人(2015年5月1日現在);
■

■

■

■ ■

；署名への言協力に感謝申し上げます。有難うございます。；
■ ■
■ ■
■■
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武力で平和はつくれない

戦争法制反対1いのちと憲法9条を守ろう

宗教者九条の和緊急声明

I

■

■
■

党は、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」を具体化する一連の§
■

安 倍 政 権 と自民・公明両．
■

■

■

■

争で成立させようとしています。戦後70年、戦：;戦争法制を、連休明 け に も 国 会 に 提 出 し て：■

§殺し殺されることのなかった日本の歴史が、大きく崩れようとしています。．■

■
■

「勃発する以前に、身命を賭しても、平和§
■

争について、私たち宗教者の先人は、先の侵略戦：
■

■

■

条を「人類史：
■

教の本領発揮に努むくきであった」と俄悔し、憲法9護 持の運動を記こし、宗：
■

■

■

:上類いなき崇高なる理想」とした上で、 「平和国家の建設に挺身せん」と誓いました。今回の：■

■

踏 ・教者・先人の誓いをみにじり、そしてそれを受け継ぐ、私たち宗．§一連の戦争法制は、こうした：
■

■・

唾

: の決意に挑戦するものであり 、 許 す こ と は で き ま せ ん。．
■

■
■‐

■・

者の教えに反するものです。殺し殺され・命の尊厳を説く私たち宗教：殺 し 殺される事態は、．
■::

■

華

■

。 ・排 凍結のまま腐蝕」教者の教えが中 。傷除され、ついに「 。:るという戦争法制の下で、私たち宗：■

■

（市川白弦「日本ファシズム下の宗教｣）するに至った侵略戦争の時代を繰り返すことになる；
■・

■，
■

■

■

条の下に．と危倶されます。信教の自由は戦後、獲得した権利であることを、憲法9：： のでは、．■

■

教者は忘れません。私たち宗教：§おいて守り生かすことのできる権禾llであることを、私たち宗．■

争法制に強く反対します。・者の教えを守る上からも、戦 ；
■

■
■

■

■．

命最初にさらされるのは自衛官です。アフガンやイラクに派遣され・戦 争法制で、の危険に；
■

■

■・

■

命を絶たれました。これ以上の犠牲者をつくら・:た自衛官のなかで、すでに40名の方が自ら；■ ′j■．

憤りの念を禁務めです。失われ た 命 に つ い て 沈 黙 し た ま ま の 安 倍 政 権に、.; ないの が、政治の：■卜

■1

3 じ得ません。．
■’

■｜
■：

■ト

■:：
■1

含むいずれの世論調査においても、反対する§国民は戦争法制を望んでいません。NHKを．
■二

■冒

■：

■

多 数をしめて いま す。“; 声が ：■

■‐

安倍政権の暴走をストップさせるため、かつてない取り組みも始まっています。「建白書」胃
■．

■

■：

■・

沖縄の「島ぐる衆院選を勝利させ た ：革が共同し、知事選、、新某地建設反対の一点で保．;実現、
■

争する国づくりをくいとめ憲法理念を実現するため・経験、 「相違点を乗り越え、戦。;み会議」の：垂

§に大同団結」（｢結成にあたって｣）した東京の｢総がかり行動実行委員会」の結成などは､私；■

;たちに確かな展望を与えるものです。 ■

■

■・ ■

条を守・集団的自衛権の行使に反対し、いのちと憲法9：？「 ．「宗教者九条の 和」が呼びかけた、．
■．

■

■

■・

争法制賛同が寄せられています。戦：;ろう」宗教者共同アピールに、全国から約8千5百名の、唾

§をス トップさせることは可能です。 ．
■

■

■‐ ■

まさに正念場です。私たち宗教者は、心から呼びかけます。§
■・

合冒

■‐ ■

■

筐．

条を守ろう！”この願いの下、：
盛．

“武力で平和はつくれない戦争法制反対1いのちと憲法9．
■

■

■

: 宗教者の 共 同 を 急 ぎ 全国津々浦々に広げましょう。．
■

■‐

■

■

今を生きる宗教者としての責任を祈りと行動で示しましょう。：
■

■ ■

■
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: 呼びかけ人代表§？
■

■

宮城泰年（聖護院門跡門主）§
■§

■

■’

勝谷太治（日本カトリック正義と平和協議会会長）；
麓:

嘩一

■・

ﾆ ﾆﾆ．
■・

小一（日本キリスト教協議会議長）、橋 孝■：
唾：

■：
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■
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宗教者九条の和
〒150-0045東京都渋谷区神泉町8－7日本山妙法寺内

TELO3-3461-9363FAXO3-3461-9367

｢宗教者九条の和」ホームページhttp://www.shukyosha9jonowa.org
郵便振替00140-0-1-260524「宗教者九条の和」

■
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｢戦争する国」に反対し、脱原発を求める要請書

内 閣総理大臣 殿

私たち宗教者は、生命の尊厳と憲法第九条を守り生かすため、自

衛隊海外派兵中止と集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回・特定秘

密保護法廃止・脱原発を求め、以下の事項を要請いたします。

要請事項

1．ただちにソマリア沖などへの自衛隊海外派兵を中止して下さい。

1．集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、日本を「戦争する

国」にしないで下さい。

1．心の自由を奪う特定秘密保護法を廃止してください。

1．生命を脅かし、核兵器製造につながる原発を今すぐなくして下

さい。

氏名 住所

集約先：「平和をつくり出す宗教者ネット」事務局

〒150-OO45東京都渋谷区神泉町8－7日本山妙法寺内

※住所は都道府県名からお書き下さい。

※氏名・住所に「〃同上」はやめて、すべてお書き下さい。
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2月、米カリフォルニア州のキャンプ・ペンデルトンで行われた日米
共同訓練で、水陸両用車から降りて銃を構える陸上自衛隊員＝共同 e米海軍と海上自衛隊の共同記者会見。第7艦隊の□

パート・トーマス司令官は、日本の集団的自衛権行
使を容認する動きを評価した＝3月、横浜市内に停
泊中の米軍艦「ブルーリツジ」で

⑮2月、タイ中部のウタパオ海軍航空基地で行われた

新
た
な
安
全
保
障
法
制
に
つ
い
て
の
与
党
協
議
が
事
実
上
終
わ
り
、
来

月
に
も
、
国
会
に
関
連
法
案
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
他
国
軍
支
援

の
た
め
の
新
法
の
名
称
を
、
「
国
際
平
和
支
援
法
」
と
名
付
け
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
が
、
特
に
引
っ
か
か
る
。
自
衛
隊
を
戦
場
に
近
づ
け
る
恒
久

法
な
の
に
、
な
ぜ
「
平
和
」
な
の
か
。
「
積
極
的
平
和
主
義
」
と
同
じ
で
、

先
に
は
「
戦
争
」
が
あ
る
。
ど
ん
な
に
良
い
印
象
を
与
え
よ
う
と
し
て
も
、

ご
ま
か
さ
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
（
榊
原
崇
仁
、
三
沢
典
丈
）

｛

刃
麺
ね
奎
稻
才
竺
乞
之

安
倍
政
権
に
よ
る
「
平
和
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
印
象
操

作
は
、
い
ま
に
始
ま
っ
た
こ
と

で
は
な
い
。
専
修
大
の
山
田
健

太
教
授
（
言
論
法
）
は
「
安
倍

政
権
は
メ
デ
ィ
ア
対
策
の
一
環

と
し
て
巧
み
に
言
葉
づ
く
り
を

行
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

二
○
｜
三
年
九
月
、
安
倍
首

相
が
訪
米
中
に
ス
ピ
ー
チ
で
言

及
し
た
「
積
極
的
平
和
主
義
」

も
そ
う
だ
。
帰
国
直
後
の
所
信

表
明
演
説
で
、
「
わ
が
国
が
背

負
う
べ
き
二
十
一
世
紀
の
看

板
」
と
強
調
し
、
安
全
保
障
戦

略
で
「
国
際
平
和
と
安
定
、
筆

戦争に協力するのに 栄
確
保
に
こ
れ
ま
で
以
上
に
積

極
的
に
寄
与
す
る
」
こ
と
を
表

明
し
た
。

こ
の
「
積
極
的
平
和
主
義
」

も
、
「
平
和
」
と
は
裏
腹
に
、

集
団
的
自
衛
権
を
行
使
し
、
自

衛
隊
が
米
軍
な
ど
と
共
に
国
際

紛
争
な
ど
の
解
決
に
当
た
る
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
積
極
的
紛
争

介
入
主
義
」
と
呼
ん
だ
方
が
実

情
に
近
い
。

昨
年
四
月
に
閣
議
決
定
し
た

「
防
衛
装
備
移
転
三
原
則
」
に

も
ご
ま
か
し
が
あ
る
。
字
面
か

ら
は
、
自
衛
隊
の
装
備
品
を
国

内
で
移
す
際
の
原
則
の
よ
う
に

読
め
る
が
、
違
う
。
武
器
輸
出

を
制
限
し
て
き
た
方
針
を
百
八

十
度
転
換
し
、
原
則
と
し
て
認

め
る
「
武
器
輸
出
促
進
三
原

則
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

山
田
氏
は
「
国
際
支
援
や
平

和
な
ど
、
誰
も
が
賛
成
し
や
す

い
言
葉
を
盛
り
込
み
、
そ
こ
に

別
な
三
葉
を
加
え
る
こ
と
で
新

味
を
感
じ
さ
せ
、
プ
ラ
ス
の
意

味
を
作
り
出
す
狙
い
だ
ろ
う
」

と
指
摘
す
る
。
「
行
政
・
政
治

の
言
葉
に
こ
う
し
た
新
し
い
言

葉
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
安
倍

首
相
は
自
分
が
や
り
た
い
政
策

を
国
民
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
」

安
倍
政
権
が
自
衛
隊
海
外
派

遣
の
恒
久
法
を
検
討
し
始
め
た

の
は
、
昨
年
七
月
。
だ
が
、
名

称
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
な

い
ま
ま
突
然
、
今
月
十
四
日
の

与
党
協
議
の
場
で
、
「
国
際
平

和
支
援
法
」
と
示
さ
れ
た
。

恒
久
法
の
た
め
、
自
衛
隊
の

海
外
派
遣
に
際
し
、
こ
れ
ま
で

の
よ
う
な
有
効
期
限
を
定
め
た

特
別
措
置
法
は
不
要
と
な
る
。

国
会
の
事
前
承
認
は
必
要
だ

が
、
法
案
審
議
を
し
な
く
て
も

よ
い
。国

連
決
議
を
求
め
て
い
る
ほ

か
、
戦
場
で
の
活
動
を
禁
止
す

る
な
ど
の
制
限
を
設
け
て
あ
る

が
、
国
際
平
和
支
援
法
が
で
き

れ
ば
、
自
衛
隊
に
よ
る
軍
事
行

動
中
の
他
国
軍
へ
の
給
油
や
輸

送
、
医
療
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
こ
う
し
た
活
動
は

「
平
和
」
と
は
、
か
け
離
れ
た

も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。

明
治
大
の
西
川
伸
一
教
授

（
政
治
学
）
は
「
実
際
は
戦
争

す
る
国
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る

と
い
う
こ
と
だ
。
『
国
際
平
和

自
衛
隊
他
国
軍
に
給
油
、
輸
送
…

驫毫箸最終処分場を長期管理施設に
支
援
法
』
と
い
一
つ
名
称
は
本
質
か
る
の
が
、
「
重
要
影
響
事
態

を
隠
し
て
い
る
。
「
国
際
戦
争
安
全
確
保
法
案
」
だ
。
周
辺
事
態

支
援
法
』
『
外
国
戦
争
支
援
法
の
内
容
を
変
え
、
名
称
も
改

誰
護
詐
騨
驍

い
」
と
指
摘
し
た
。

会
で
は
、
社
民
党
副
党
首
の
福
づ
く
と
い
一
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
法

島
瑞
穂
氏
が
、
今
国
会
に
提
出
律
名
か
ら
は
一
っ
か
が
え
な
い
。

予
定
の
国
際
平
和
支
援
法
案
を
周
辺
事
態
法
の
「
周
辺
」
は

含
む
安
保
関
連
法
案
を
、
「
戦
朝
鮮
半
島
有
事
を
念
頭
に
置

争
法
案
」
と
呼
ん
で
追
及
し
た
。
き
、
米
軍
の
後
方
支
援
を
想
定

安
倍
晋
三
首
相
は
強
く
反
諭
し
し
て
い
た
。
新
た
な
法
案
は
、

た
。
「
わ
れ
わ
れ
が
進
め
て
い
地
理
的
な
制
約
を
取
り
除
く
こ

る
安
保
法
制
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。

り
、
議
論
を
瘻
小
化
し
て
い
重
要
影
響
事
態
法
が
制
定
さ
一

わ
い
し
よ
う

る
。
断
じ
て
甘
受
で
き
な
い
」
れ
れ
ば
、
「
わ
が
国
の
平
和
お

た
だ
、
十
七
日
に
な
っ
て
委
よ
び
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与

員
会
理
事
の
自
民
党
議
員
が
福
え
る
事
態
」
で
あ
れ
ば
、
地
球

島
氏
を
訪
ね
、
「
戦
争
法
案
」
の
裏
側
に
も
自
衛
隊
は
出
向

か
ら
「
戦
争
関
連
法
案
」
へ
の
く
。
さ
ら
に
、
米
軍
以
外
の
他

表
現
の
修
正
を
求
め
て
い
る
。
国
軍
に
も
弾
薬
提
供
な
ど
の
支

重
要
影
響
事
態
？
援
を
行
え
る
よ
う
に
な
る
。

西
川
氏
は
「
「
重
要
な
影
響

こ
う
し
た
自
民
の
動
き
に
つ
を
与
え
る
事
態
』
の
定
義
は
暖

い
て
、
西
川
氏
は
「
法
案
の
本
昧
。
解
釈
次
第
で
ど
ん
な
状
況

質
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
も
う
と
で
も
、
そ
う
な
り
得
る
」
と
言

し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
｜
方
う
。
地
理
的
要
因
を
ふ
ま
え
、

で
、
法
案
が
戦
争
と
深
く
関
連
「
『
地
球
の
裏
側
派
遣
法
」
が

し
て
い
る
こ
と
を
、
自
民
自
身
こ
の
法
の
正
体
だ
。
国
民
の
反

が
認
識
し
て
い
る
こ
と
も
よ
く
発
を
招
か
な
い
た
め
の
仕
掛
けひ

う
か
が
え
る
」
と
分
析
し
た
。
な
の
だ
ろ
う
が
、
あ
ま
り
に
卑

き
よ
－
つ

関
連
法
で
も
う
一
つ
引
っ
か
怯
な
手
法
と
い
う
ほ
か
な
い
」
。

ヲ
疹
藍
刺
に
寸
凹
Ｅ
頁
一
万
百
頁

力
福
島
第
一
原
発
事
故
で
飛
散

し
た
放
射
性
物
質
を
含
む
指
定

廃
棄
物
を
保
管
す
る
た
め
の
施

設
名
を
、
「
最
終
処
分
場
」
か

ら
「
長
期
管
理
施
設
」
に
変
え

る
と
発
表
し
た
。
最
終
処
分
を

や
め
、
年
月
を
経
て
廃
棄
物
の

放
射
線
量
が
下
が
っ
た
後
、
廃

棄
物
を
搬
出
し
た
り
再
利
用
し

た
り
す
る
と
い
う
。

永
久
に
廃
棄
物
を
受
け
入
れ

る
こ
と
に
候
補
地
の
住
民
が
反

対
し
、
受
け
入
れ
先
が
見
つ
か

ら
な
い
こ
と
が
、
‐
背
景
に
あ

る
。
し
か
し
、
「
長
期
」
が
何

年
な
の
か
説
明
が
な
い
。

中
間
貯
蔵
施
設
の
想
定
が
三

十
年
以
内
だ
か
ら
、
そ
れ
以
上

な
の
は
間
違
い
な
い
。
結
果
と

し
て
「
半
永
久
」
の
可
能
性
も

捨
て
き
れ
ず
、
住
民
か
ら
は

「
ま
や
か
し
だ
」
と
反
発
が
出

る
。
地
方
紙
の
河
北
新
報
は
今

後
も
「
最
終
処
分
場
」
の
名
称

を
使
い
続
け
る
と
い
う
。

ほ
か
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
制
度
」
も
そ
う
だ
。

勤
務
時
間
で
は
な
く
、
仕
事
の

成
果
に
応
じ
て
賃
金
を
決
め
る

新
し
い
労
働
制
度
と
い
う
が
、

実
態
は
「
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
」

で
、
「
過
労
死
が
増
え
る
」
と

危
ぶ
む
声
が
絶
え
な
い
。

関
東
学
院
大
の
丸
山
重
威
教

授
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
）
は

自
民
と
公
明
両
党
の
安
保
法
制

協
議
に
つ
い
て
、
「
自
公
で
対

東
港
事
孜
對
皇
で
も
最
近
、
立
点
が
あ
る
よ
う
な
ム
ー
ド
作
一

三
房
く
ず
ハ
〕
α
汀
Ｕ
ｆ
ノ
ー
ノ
フ
ー
ー
ミ
、
ご
／

だ
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
マ
ス

コ
ミ
報
道
を
批
判
し
た
。

「
安
保
法
制
で
は
昨
年
の
閣

議
決
定
の
時
点
で
、
集
団
的
自

衛
権
に
基
づ
く
武
力
行
使
は
憲

法
違
反
と
の
論
点
が
既
に
示
さ

れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
与
党
が
そ
の
後
、
出
し
て

き
た
新
し
い
言
葉
に
振
り
回
さ

れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
新

聞
、
テ
レ
ビ
局
は
本
質
を
報
道

で
き
て
い
な
い
」

丸
山
氏
は
「
何
が
問
題
な
の

か
、
論
点
を
明
確
に
し
て
報
道

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
」
と
訴
え
、
国
民
も
表

面
上
の
名
称
に
だ
ま
さ
れ
な
い

よ
う
に
求
め
る
。
「
安
倍
政
権
に

よ
る
計
算
ず
く
の
言
葉
は
耳
心

地
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

惑
わ
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
自

分
自
身
の
頭
で
、
個
々
の
政
策

が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

新
た
な
安
全
保
障
法
制
に

一
よ
っ
て
、
世
界
平
和
に
貢
献

で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
も
い

－
ゞ
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

一
斗
事
態
が
悪
化
す
る
こ
と
も
あ

や
り
う
る
。
自
衛
隊
が
、
紛
争

に
巻
き
込
ま
れ
る
だ
け
に
な

ら
な
い
か
。
軍
事
力
と
い
う

”
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
よ
り
も
、
文

“
化
や
政
治
、
経
済
交
流
、
貧

困
支
援
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
パ

ワ
ー
を
磨
い
た
方
が
平
和
に

Ｌ
つ
な
が
る
と
思
う
。
（
文
）


